
約 4.8ha

約 3.0ha

約 1.9ha

③ 高 橋 場 町 地 区

④ 柳 町 環 状 線 沿 道 西 地 区

⑤ 柳 町 環 状 線 沿 道 東 地 区

③

⑤

④

5

100

404

43

令
和
六
年
四
月



ａ
．

用
途

地
域

に
よ

る
建

築
物

の
用

途
制

限
の

概
要

各
用

途
地

域
に

お
け

る
住

居
の

環
境

の
保

護
や

、
商

業
・

工
業

な
ど

の
業

務
の

利
便

の
増

進
を

図
る

た
め

に
、

建
築

す
る

こ
と

が
で

き
る

建
築

物
の

用
途

に
つ

い
て

は
、

次
の

と
お

り
の

制
限

が
行

わ
れ

ま
す

。

用
途

地
域

内
の

建
築

物
の

用
途

制
限

　
　

建
て

ら
れ

る
用

途

　
　

建
て

ら
れ

な
い

用
途

①
、

②
、

③
、

④
、

▲
　

　
面

積
、

階
数

等
の

制
限

あ
り

①
②

③
④

②
③

④

③
④ ④ ④

▲ ▲ ▲

▲ ▲

▲
▲

▲

▲
▲

▲

▲

▲

▲

▲
▲

▲

①
②

②
③

　
※

一
団

地
の

敷
地

内
に

つ
い

て
別

に
制

限
あ

り ▲

▲
▲

▲

①
①

②
②

②
②

①
②

③
③

①
②

ｂ
．

建
築

物
の

形
態

の
制

限
内

容
第

二
種

低
層

住
居

専
用

地
域

第
一

種
中

高
層

住
居

専
用

地
域

8
0

4
0

注
）

本
表

は
、

建
築

基
準

法
第

5
6
条

（
建

築
物

の
各

部
分

の
高

さ
）

の
概

要
で

あ
り

、
す

べ
て

の
制

限
に

つ
い

て
掲

載
し

た
も

の
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。

●
第

二
種

低
層

住
居

専
用

地
域

に
つ

い
て

は
絶

対
高

さ
制

限
を

1
0
m
と

す
る

。

建
ぺ

い
率

…
建

築
物

の
建

築
面

積
の

敷
地

面
積

に
対

す
る

割
合

容
 
積

 
率

…
建

築
物

の
延

べ
面

積
の

敷
地

面
積

に
対

す
る

割
合

6
0

5
0

　
都

市
計

画
区

域
内

に
お

い
て

は
都

市
計

画
決

定
が

必
要

2
0
0

6
0第

一
種

住
居

地
域

準
住

居
地

域
近

隣
商

業
地

域
商

業
地

域

工 業 専 用 地 域

兼
用

住
宅

で
、

非
住

宅
部

分
の

床
面

積
が

5
0
㎡

以
下

か
つ

建
築

物
の

延
べ

面
積

の
2
分

の
1
未

満
の

も
の

住
宅

、
共

同
住

宅
、

寄
宿

舎
、

下
宿

第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域

第 一 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域

第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域

準 住 居 地 域

近 隣 商 業 地 域

商 業 地 域

工 業 地 域

準 工 業 地 域

第 一 種 住 居 地 域

遊 戯 施 設

風 俗 施 設

　
ボ

ー
リ

ン
グ

場
、

ス
ケ

ー
ト

場
、

水
泳

場
、

ゴ
ル

フ
練

習
場

、
バ

ッ
テ

ィ
ン

グ
練

習
場

等

　
カ

ラ
オ

ケ
ボ

ッ
ク

ス
等

　
マ

ー
ジ

ャ
ン

屋
、

ぱ
ち

ん
こ

屋
、

射
的

場
、

勝
馬

投
票

券
発

売
所

・
場

外
車

券
売

場
等

　
劇

場
、

映
画

館
、

演
芸

場
、

観
覧

場
、

ナ
イ

ト
ク

ラ
ブ

等

　
キ

ャ
バ

レ
ー

、
料

理
店

、
個

室
付

浴
場

等

　
ホ

テ
ル

、
旅

館

店 舗 等 事 務 所 等

　
事

務
所

等
の

床
面

積
が

3
,
0
0
0
㎡

を
超

え
る

も
の

　
事

務
所

等
の

床
面

積
が

1
,
5
0
0
㎡

を
超

え
、

3
,
0
0
0
㎡

以
下

の
も

の

　
事

務
所

等
の

床
面

積
が

 
 
5
0
0
㎡

を
超

え
、

1
,
5
0
0
㎡

以
下

の
も

の

　
事

務
所

等
の

床
面

積
が

 
 
1
5
0
㎡

を
超

え
、

 
 
5
0
0
㎡

以
下

の
も

の

　
事

務
所

等
の

床
面

積
が

 
 
1
5
0
㎡

以
下

の
も

の

　
店

舗
等

の
床

面
積

が
1
0
,
0
0
0
㎡

を
超

え
る

も
の

（
大

規
模

集
客

施
設

　
※

１
）

　
店

舗
等

の
床

面
積

が
 
1
,
5
0
0
㎡

を
超

え
、

 
3
,
0
0
0
㎡

以
下

の
も

の

　
店

舗
等

の
床

面
積

が
 
 
 
5
0
0
㎡

を
超

え
、

 
1
,
5
0
0
㎡

以
下

の
も

の

　
店

舗
等

の
床

面
積

が
 
 
 
1
5
0
㎡

を
超

え
、

 
 
 
5
0
0
㎡

以
下

の
も

の

　
店

舗
等

の
床

面
積

が
 
 
 
1
5
0
㎡

以
下

の
も

の

　
店

舗
等

の
床

面
積

が
 
3
,
0
0
0
㎡

を
超

え
、

1
0
,
0
0
0
㎡

以
下

の
も

の

　
①

②
③

に
つ

い
て

は
、

建
築

物
の

延
べ

面
積

1
/
2
以

下
か

つ
備

考
欄

に
記

載
の

制
限

　
畜

舎
（

1
5
㎡

を
超

え
る

も
の

）

　
パ

ン
屋

、
米

屋
、

豆
腐

屋
、

菓
子

屋
、

洋
服

店
、

畳
屋

、
建

具
屋

、
自

転
車

店
等

で
作

業
場

の
　

床
面

積
が

5
0
㎡

以
下

公 共 施 設 ・ 病 院 ・ 学 校 等

　
幼

稚
園

、
小

学
校

、
中

学
校

、
高

等
学

校

　
大

学
、

高
等

専
門

学
校

、
専

修
学

校
等

　
図

書
館

等

　
巡

査
派

出
所

、
一

定
規

模
以

下
の

郵
便

局
等

　
神

社
、

寺
院

、
教

会
等

　
病

院

　
公

衆
浴

場
、

診
療

所
、

保
育

所
等

　
老

人
ホ

ー
ム

、
福

祉
ホ

ー
ム

等

　
老

人
福

祉
セ

ン
タ

ー
、

児
童

厚
生

施
設

等

　
自

動
車

教
習

所

備
　

　
　

　
　

　
考

　
▲

　
個

室
付

浴
場

等
を

除
く

　
▲

　
1
0
,
0
0
0
㎡

以
下

、
客

席
2
0
0
㎡

未
満

　
▲

　
1
0
,
0
0
0
㎡

以
下

　
▲

　
1
0
,
0
0
0
㎡

以
下

　
▲

　
3
,
0
0
0
㎡

以
下

　
※

２

　
▲

　
3
,
0
0
0
㎡

以
下

　
▲

　
2
階

以
下

　
①

　
日

用
品

販
売

店
舗

，
喫

茶
店

，
理

髪
店

及
び

建
具

屋
等

の
　

　
　

サ
ー

ビ
ス

業
用

店
舗

の
み

。
2
階

以
下

。
　

②
　

①
に

加
え

て
，

物
品

販
売

店
舗

，
飲

食
店

，
損

保
代

理
店

・
銀

行
の

 
 
 
 
 
 
 
 
支

店
・

宅
地

建
物

取
引

業
等

の
サ

ー
ビ

ス
業

用
店

舗
の

み
。

2
階

以
下

。
　

③
　

2
階

以
下

。
　

④
　

物
品

販
売

店
舗

，
飲

食
店

を
除

く
。

　
非

住
宅

部
分

の
用

途
制

限
あ

り

　
▲

　
3
,
0
0
0
㎡

以
下

　
▲

　
6
0
0
㎡

以
下

　
原

動
機

の
制

限
あ

り
　

▲
　

2
階

以
下

　
▲

　
3
,
0
0
0
㎡

以
下

　
①

　
　

6
0
0
㎡

以
下

　
1
階

以
下

　
②

　
3
,
0
0
0
㎡

以
下

　
2
階

以
下

　
③

　
2
階

以
下

　
▲

　
3
0
0
㎡

以
下

、
2
階

以
下

　
①

　
1
,
5
0
0
㎡

以
下

、
2
階

以
下

　
②

　
3
,
0
0
0
㎡

以
下

　
作

業
場

の
床

面
積

　
①

5
0
㎡

以
下

、
②

1
5
0
㎡

以
下

、
③

3
0
0
㎡

以
下

　
原

動
機

の
制

限
あ

り

　
原

動
機

・
作

業
内

容
の

制
限

あ
り

　
作

業
場

の
床

面
積

　
①

5
0
㎡

以
下

、
②

1
5
0
㎡

以
下

　
注

）
本

表
は

、
建

築
基

準
法

別
表

第
二

の
概

要
で

あ
り

、
す

べ
て

の
制

限
に

つ
い

て
掲

載
し

た
も

の
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。

　
※

１
　

大
規

模
集

客
施

設
：

床
面

積
1
0
,
0
0
0
㎡

超
の

店
舗

、
映

画
館

、
ア

ミ
ュ

ー
ズ

メ
ン

ト
施

設
、

展
示

場
等

　
※

２
　

客
席

の
あ

る
も

の
は

観
覧

場
と

し
て

扱
う

　
火

薬
、

石
油

類
、

ガ
ス

な
ど

の
 
 
危

険
物

の
貯

蔵
、

処
理

の
量

工 場 ・ 倉 庫 等

　
卸

売
市

場
、

火
葬

場
、

と
畜

場
、

汚
物

処
理

場
、

ご
み

焼
却

場
等

　
倉

庫
業

倉
庫

　
量

が
多

い
施

設

　
量

が
や

や
多

い
施

設

　
量

が
少

な
い

施
設

　
量

が
非

常
に

少
な

い
施

設

　
危

険
性

や
環

境
を

悪
化

さ
せ

る
お

そ
れ

が
非

常
に

少
な

い
工

場

　
危

険
性

や
環

境
を

悪
化

さ
せ

る
お

そ
れ

が
少

な
い

工
場

　
危

険
性

や
環

境
を

悪
化

さ
せ

る
お

そ
れ

が
や

や
多

い
工

場

　
危

険
性

が
大

き
い

か
又

は
著

し
く

環
境

を
悪

化
さ

せ
る

お
そ

れ
が

あ
る

工
場

　
自

動
車

修
理

工
場

　
単

独
車

庫
（

付
属

車
庫

を
除

く
）

　
建

築
物

付
属

自
動

車
車

庫

容
　

積
　

率
（

％
）

4
0
0

用
途

地
域

制
限

項
目

第
二

種
中

高
層

住
居

専
用

地
域

北 側 斜 線 (立 ち 上 が り ＋ 勾 配 )

8
0

斜 　 　 線 　 　 制 　 　 限

隣 地 斜 線 (立 ち 上 り ＋ 勾 配 )

前 面 道 路 斜 線 ( 勾 配 )

建
 
ぺ

 
い

 
率

（
％

）

準
工

業
地

域
工

業
地

域
工

業
専

用
地

域

2
0
0

用
途
地
域
の
制
限
内
容

第
二

種
低

層
住

居
専

用
地

域
（

前
面

道
路

斜
線

の
み

）

第
一

種
中

高
層

住
居

専
用

地
域

第
二

種
中

高
層

住
居

専
用

地
域

第
一

種
住

居
地

域

準
住

居
地

域

近
隣

商
業

地
域

商
業

地
域

準
工

業
地

域

工
業

地
域

工
業

専
用

地
域

第
二

種
低

層
住

居
専

用
地

域
第

一
種

中
高

層
住

居
専

用
地

域

第
二

種
中

高
層

住
居

専
用

地
域




